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○
経
済
産
業
省
告
示
第
二
百
四
十
九
号
（
最
終
改
正

平
成
十
八
年
経
済
産
業
省
告
示
第
三
百
六
十
二
号
）

電
気
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
七
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）
第
五
十
二
条
の
二
第
一
号
ロ
、
ハ
及
び
ニ
並
び
に
第
二

号
ロ
及
び
ハ
並
び
に
第
五
十
三
条
第
二
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
気
事
業
法
施
行
規
則
第
五
十
二
条
の
二
第
一
号
ロ
の

要
件
、
第
一
号
ハ
及
び
第
二
号
ロ
の
機
械
器
具
並
び
に
第
一
号
ニ
及
び
第
二
号
ハ
の
算
定
方
法
等
並
び
に
第
五
十
三
条
第
二
項

第
五
号
の
頻
度
に
関
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
昭
和
六
十
三
年
通
商
産
業
省
告
示
第
百
九
十
一
号
（
電
気
事
業
法
施
行
規
則
第
五
十
二
条
第
二
項
の
委
託
契
約
の
相

手
方
の
要
件
等
）
は
、
平
成
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
限
り
、
廃
止
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
一
日

経
済
産
業
大
臣

平
沼

赳
夫

（
要
件
）

第
一
条

電
気
事
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
十
二
条
の
二
第
一
号
ロ
の
要
件
は
、
事
業
用
電
気
工
作

物
の
工
事
、
維
持
又
は
運
用
に
関
す
る
実
務
に
従
事
し
た
期
間
（
電
気
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付
を
受
け
た
日
前
に
お
け
る

期
間
に
つ
い
て
は
、
そ
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
期
間
）
が
、
通
算
し
て
、
次
に
掲
げ
る
期
間
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一

第
一
種
電
気
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

三
年
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二

第
二
種
電
気
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

四
年

三

第
三
種
電
気
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

五
年

（
機
械
器
具
）

第
二
条

規
則
第
五
十
二
条
の
二
第
一
号
ハ
及
び
第
二
号
ロ
の
機
械
器
具
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
保
安
管
理
業
務
を
実
施
す
る
事
業
場
の
設
置
者
が
こ
れ
ら
の
機
械
器
具
を
当
該
事
業
場
に
備
え
付
け
て
い
る
場

合
に
あ
っ
て
は
当
該
機
械
器
具
を
、
委
託
契
約
の
相
手
方
が
太
陽
電
池
発
電
所
、
燃
料
電
池
発
電
所
、
需
要
設
備
又
は
配
電

線
路
を
管
理
す
る
事
業
場
の
保
安
管
理
業
務
の
み
を
実
施
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
機
械

器
具
を
、
委
託
契
約
の
相
手
方
又
は
当
該
事
業
場
の
設
置
者
が
必
要
な
場
合
に
使
用
し
得
る
措
置
を
講
じ
て
い
る
場
合
に
あ

っ
て
は
第
十
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
機
械
器
具
を
そ
れ
ぞ
れ
除
く
も
の
と
す
る
。

一

絶
縁
抵
抗
計

二

電
流
計

三

電
圧
計

四

低
圧
検
電
器
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五

高
圧
検
電
器

六

接
地
抵
抗
計

七

騒
音
計

八

振
動
計

九

回
転
計

十

継
電
器
試
験
装
置

十
一

絶
縁
耐
力
試
験
装
置

（
換
算
係
数
）

第
三
条

規
則
第
五
十
二
条
の
二
第
一
号
ニ
及
び
第
二
号
ハ
の
算
定
方
法
は
、
委
託
契
約
の
相
手
方
が
保
安
管
理
業
務
を
実
施

す
る
事
業
場
（
委
託
契
約
の
相
手
方
が
法
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
保
安
業
務
担
当
者
が
担
当
す
る
事
業
場
）
に
係
る
そ
れ

ぞ
れ
の
発
電
所
、
需
要
設
備
又
は
配
電
線
路
を
管
理
す
る
事
業
場
に
応
じ
て
次
表
に
掲
げ
る
換
算
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値
を

合
計
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
設
備
容
量
が
六
十
四
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
未
満
の
需
要
設
備
（
非
常
用
予
備
発
電
装

置
を
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
小
規
模
高
圧
需
要
設
備
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
十
件
ま
で
を
当
該
値
か
ら
除
く
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も
の
と
す
る
。

な
お
、
次
条
第
二
号
の
二
本
文
の
発
電
所
及
び
第
九
号
の
需
要
設
備
（
小
規
模
高
圧
需
要
設
備
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は

次
表
に
掲
げ
る
換
算
係
数
に
〇
・
四
五
を
、
同
条
第
二
号
の
二
た
だ
し
書
及
び
第
四
号
の
発
電
所
に
つ
い
て
は
〇
・
二
五
を

、
同
条
第
七
号
及
び
第
八
号
の
需
要
設
備
（
小
規
模
高
圧
需
要
設
備
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
〇
・
六
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ

た
数
値
と
す
る
。

事
業
場

換
算
係
数

発
電
所

出
力
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満

〇
・
三

出
力
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
三
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満

〇
・
四

出
力
三
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
六
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満

〇
・
六

出
力
六
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満

〇
・
八
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需
要
設
備

低
圧

〇
・
三

高
圧

設
備
容
量
が
六
十
四
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
未
満

〇
・
四
（
小
規

模
高
圧
需
要
設

備
に
あ
っ
て
は

〇
・
二
）

設
備
容
量
が
六
十
四
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
百
五
十
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア

〇
・
六

未
満

設
備
容
量
が
百
五
十
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
三
百
五
十
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ

〇
・
八

ア
未
満

設
備
容
量
が
三
百
五
十
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
五
百
五
十
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン

一
・
〇

ペ
ア
未
満
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設
備
容
量
が
五
百
五
十
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
七
百
五
十
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン

一
・
二

ペ
ア
未
満

設
備
容
量
が
七
百
五
十
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
千
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
未

一
・
四

満設
備
容
量
が
千
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
千
三
百
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
未
満

一
・
六

設
備
容
量
が
千
三
百
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
千
六
百
五
十
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン

一
・
八

ペ
ア
未
満

設
備
容
量
が
千
六
百
五
十
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
二
千
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ

二
・
〇

ア
未
満

設
備
容
量
が
二
千
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
二
千
七
百
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア

二
・
二

未
満
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設
備
容
量
が
二
千
七
百
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
四
千
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア

二
・
四

未
満

設
備
容
量
が
四
千
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
六
千
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
未
満

二
・
六

設
備
容
量
が
六
千
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
八
千
八
百
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア

二
・
八

未
満

設
備
容
量
が
八
千
八
百
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上

三
・
〇

配
電
線
路
を
管
理
す
る
事
業
場

〇
・
一

２

規
則
第
五
十
二
条
の
二
第
一
号
ニ
及
び
第
二
号
ハ
の
別
に
告
示
す
る
値
は
三
十
三
と
す
る
。

（
点
検
頻
度
）

第
四
条

規
則
第
五
十
三
条
第
二
項
第
五
号
の
頻
度
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
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一

発
電
所
（
小
出
力
発
電
設
備
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
次
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
以
外
に
あ
っ
て

は
毎
月
二
回
以
上
。
た
だ
し
、
設
置
、
改
造
等
の
工
事
期
間
中
に
あ
っ
て
は
毎
週
一
回
以
上

二

内
燃
力
又
は
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
を
原
動
力
と
す
る
火
力
発
電
所
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
毎
月
一

回
以
上

二
の
二

内
燃
力
又
は
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
を
原
動
力
と
す
る
火
力
発
電
所
の
う
ち
、
内
燃
機
関
又
は
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
、
発
電
機

及
び
制
御
装
置
が
一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
て
い
る
設
備
で
あ
っ
て
、
当
該
設
備
を
製
造
し
た
者
そ
の
他
の
当
該
設
備
の
構

造
及
び
性
能
に
精
通
す
る
者
と
の
契
約
に
よ
り
保
守
が
実
施
さ
れ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
三
月
に
一
回
以
上
。
た
だ
し
、
ガ

ス
タ
ー
ビ
ン
を
原
動
力
と
す
る
火
力
発
電
所
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は

、
六
月
に
一
回
以
上

イ

平
成
十
三
年
経
済
産
業
省
告
示
第
三
百
三
十
三
号
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

ロ

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
の
軸
受
の
潤
滑
剤
と
し
て
空
気
を
使
用
す
る
も
の

三

燃
料
電
池
発
電
所
に
あ
っ
て
は
毎
月
一
回
以
上
。
た
だ
し
、
設
置
、
改
造
等
の
工
事
期
間
中
に
あ
っ
て
は
毎
週
一
回
以

上
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四

太
陽
電
池
発
電
所
に
あ
っ
て
は
毎
年
二
回
以
上

五

風
力
発
電
所
に
あ
っ
て
は
毎
月
一
回
以
上

六

小
規
模
高
圧
需
要
設
備
に
あ
っ
て
は
毎
年
四
回
（
規
則
第
九
十
六
条
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
承
認
法
人
が
保
守
管
理
業

務
を
受
託
し
て
い
る
小
規
模
高
圧
需
要
設
備
に
あ
っ
て
は
毎
年
二
回
）
以
上

七

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
設
備
条
件
の
す
べ
て
に
適
合
す
る
信
頼
性
の
高
い
需
要
設
備
で
あ
っ
て
設
備
容
量
が
百
キ
ロ
ボ

ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
下
の
も
の
又
は
低
圧
受
電
の
需
要
設
備
に
あ
っ
て
は
隔
月
一
回
以
上

イ

構
外
に
わ
た
る
高
圧
電
線
路
が
な
い
も
の

ロ

柱
上
に
設
置
し
た
高
圧
変
圧
器
が
な
い
も
の

ハ

高
圧
負
荷
開
閉
器
（
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
内
に
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
可
燃
性
絶
縁
油
を
使
用
し
て
い
な
い
も
の

ニ

保
安
上
の
責
任
分
界
点
又
は
こ
れ
に
近
い
箇
所
に
地
絡
保
護
継
電
器
付
高
圧
交
流
負
荷
開
閉
器
又
は
地
絡
遮
断
器
が

設
置
さ
れ
て
い
る
も
の

ホ

責
任
分
界
点
か
ら
主
遮
断
装
置
の
間
に
電
力
需
給
用
計
器
用
変
成
器
、
地
絡
保
護
継
電
器
用
変
成
器
、
受
電
電
圧
確

認
用
変
成
器
、
主
遮
断
器
用
開
閉
状
態
表
示
変
成
器
及
び
主
遮
断
器
操
作
用
変
成
器
以
外
の
変
成
器
が
な
い
も
の
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八

前
号
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
設
備
条
件
の
す
べ
て
に
適
合
す
る
信
頼
性
の
高
い
設
備
で
あ
っ
て
、
低
圧
電
路
の
絶
縁
状
態

の
適
確
な
監
視
が
可
能
な
装
置
を
有
す
る
需
要
設
備
又
は
非
常
用
照
明
設
備
、
消
防
設
備
、
昇
降
機
そ
の
他
の
非
常
時
に

使
用
す
る
設
備
へ
の
電
路
以
外
の
低
圧
電
路
に
漏
電
遮
断
器
が
設
置
し
て
あ
る
需
要
設
備
に
あ
っ
て
は
隔
月
一
回
以
上

九

第
七
号
に
適
合
す
る
需
要
設
備
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
す
べ
て
の
設
備
条
件
に
適
合
す
る
も
の
に
あ
っ
て

は
三
月
に
一
回
以
上

イ

受
電
設
備
が
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
式
で
あ
る
も
の
（
屋
内
に
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
）

ロ

蓄
電
池
設
備
又
は
非
常
用
予
備
発
電
装
置
が
な
い
も
の

ハ

引
込
施
設
に
地
絡
継
電
器
付
高
圧
交
流
負
荷
開
閉
器
又
は
地
絡
遮
断
器
が
設
置
し
て
あ
る
も
の

十

第
六
号
か
ら
前
号
ま
で
に
該
当
す
る
需
要
設
備
以
外
の
需
要
設
備
に
あ
っ
て
は
毎
月
一
回
以
上

十
一

設
置
、
改
造
等
の
工
事
期
間
中
の
需
要
設
備
に
あ
っ
て
は
第
六
号
か
ら
前
号
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
毎
週
一
回

以
上

十
二

配
電
線
路
を
管
理
す
る
事
業
場
に
あ
っ
て
は
毎
年
二
回
以
上


